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第24期 第19回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和4年1月25日（火）9時30分、第19回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階議場に招

集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  議事録署名委員の指名 

日程第2  会期の決定 

日程第3  報告第1号  現況証明願による専決処分について 

日程第4  報告第2号  農地法第3条の3の届出による専決処分について 

日程第5   議案第1号  農地法第4条の規定による許可申請について 

日程第6   議案第2号  農用地利用集積計画の決定について 

日程第7  議案第3号  農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の改正について 

日程第8  議案第4号  農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 

日程第9   その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木 義行 委員   2番 宮北  輝 委員  3番 佐藤 芳之介 委員 

4番 佐々木 珠惠 委員   5番 安宅 一夫 委員  6番 塚本 能信 委員  

7番 三戸  修 委員 

 

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員 坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員  

山田 智美 委員 森越 信幸 委員 

 

４ 事務局出席者  事務局長 及川 浩司  事務局次長 遠藤 智  主査  武山 伍織 

５ 事務局出席者  主査   土居 裕之  主事  門間 亮太   主事  伊藤 雄真 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  9時30分） 
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＜日程第1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第14条

の規定により5番 安宅委員、6番 塚本委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和4年1月25

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：報告第1号「現況証明願による専決処分について」＞ 

報告第1号「現況証明願による専決処分について」を議題といたします。事務局から、報

告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第 1 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第4：報告第2号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」＞ 

報告第2号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第 2 号は、報告のとおり承認することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第2号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第5：議案第1号「農地法第4条の規定による許可申請について」＞ 

議案第1号「農地法第4条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局

から議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。茶木委員ど

うぞ。 

農家住宅の敷地にしては少し大きいと思いますが、できる範囲で説明してください。 

8ページをご覧ください。議案第1号の土地利用計画図が8ページにございます。まず、

面積が2筆で4,648㎡となっておりますが、図面Ａをご覧いただきますと地番が○○○○○

○で面積が598㎡ございます。こちらについては、都市計画法及び建築基準の関係で今回建

築しようとしている土地が、道路と接道していなければならないという基準がございます。

そちらの要件を満たすために、通路として転用するということでございます。隣の○○○○

○○は、面積が4,050㎡でございます。まず、こちらの土地については、現在樹木が生えて

いるところがございます。図面Ｋの樹冠部というところになりますが、樹木をそのまま残し

ておきたいということでございます。住宅が図面の予定建物というところですが、それに合

わせて農機具用倉庫や農作業スペースなども設置をいたします。特に大きいのが、図面Ｉで

ございます。6ページをご覧いただきますと、○○○○○○○から建築予定の住宅が見えて
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しまうということもありますし、○○○の現況図のところに道路があることになっていま

す。こちら遊歩道が隣にあるということもございまして、住宅を建てるにあたって他人から

見られてしまうということがあり、木を残したまま植林をして自然のカーテンをしようとい

うものでございます。それが先ほど申しました図面Ｉの植栽帯でございます。こちらが大き

く1,017㎡となっております。その他については住宅や農機具用倉庫、農作業スペース、通

路、雪堆積場となってございます。以上です。 

他に何かございますか。佐々木委員どうぞ。 

申請者は○○の方ということですが、北広島に移住してくるということでしょうか。 

住宅が完成した際には、○○○から北広島市に移住してくるということです。住宅の下の

部分は農地になっておりますので、そちらで農業を続けていくということです。また、補足

説明としまして、今住んでいる○○○の住宅も本申請の農家住宅が建築された後には売却予

定ということで聞いております。以上です。 

他に何かございませんか。質疑なしと認めてよろしいですか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第1号は、許可相当とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第1号は、北海道農業会議へ意見を聴取した後、許可相当と

意見を付し、石狩振興局長へ送付することに決定いたしました。 

 

＜日程第6：議案第2号「農用地利用集積計画の決定について」＞ 

議案第2号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局から、議

案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。安宅委員どうぞ。 

番号1から番号3について、個人が所有している農地を会社が使用するという解釈でよろ

しいでしょうか。 

兄弟で経営している法人でございますが、法人が使うために兄弟で所有している農地を貸

付けるというものでございます。元々貸付をしておりましたが、契約期間が満了となり、継

続するために今回番号1から番号3まで再度更新するということになっております。以上で

す。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第 2 号は、提案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第2号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第7：議案第3号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更について」＞ 

日程第7、議案第3号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更について」を

議題といたします。事務局から議案の朗読をお願いします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。農政課から補足説明を求められておりますので、これを許し

ます。 

それでは、説明いたします。お手元にございます 40 ページほどのものが計画書となって

おります。また、両面刷りの概要表もありますので、こちらを見比べながら説明いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

まず始めに、基本的な構想とは何かと言いますと、農業を将来的に発展させるためには、

当然ながら農業の担い手を育成することが重要となりますが、この基本構想は、農業の担い

手が目指す農業経営の目標の設定ですとか、その目標実現に向けての措置などを明らかにし
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たものです。他の市町村も作成しておりますけれども、この基本構想の上位計画として北海

道の基本方針というものがあります。今回、北海道の方で、この基本方針の見直しを行った

ことから、これに合わせて、本市の基本構想を見直したものです。 

計画書を見ていただきたいと思いますが、14ページ以降につきましては、農業経営基盤強

化促進事業に関する様々な制度を記載しております。これは全国的にほぼ同じような記述と

なっております。本市においては、すべての事業を活用しているわけではないのですが、制

度としてありますことから、列記しています。例えば、本日議題となった農用地利用集積計

画についても記述されています。 

それでは、13ページまでを簡単に説明したいと思います。 

計画書をご覧ください。1ページが本市の農業の現況ですとか課題について書いておりま

す。2ページが基本的な取組方向ということで、大事なことが書かれていますので、一通り

説明をします。まず始めに、基本的な考え方ということで、（1）に書いてありますけども、

農業につきましては、市のみならず、ＪＡや農業振興公社、土地改良区等の関係機関があり

ますので、これらの関係機関と連携しまして、農業経営体の生産基盤の強化を図っていくと

いうことと、昨今は、農業本体のみならず、農業所得の増大ということで六次産業化など、

多角化の取組を推進していくということが書いてあります。あと、営農支援組織の育成や、

後程説明しますが、農業の担い手が減ってきている中で、農用地を担い手に集積していくと

いうことも書いてあります。また、ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標ということで、農業につ

きましても、環境と調和した農業を推進していくこととしています。具体的には、化学合成

農薬や化学肥料の使用量削減、あるいは有機農業の推進を中長期的な目標として掲げており

ます。（2）と（3）につきましては、農業者の所得目標などを記載していますが、これらは

後ほど、概要表の方で、まとめて説明いたします。次に 3 ページですが、（4）効率的かつ

安定的な農業経営の育成・確保ということでいくつか事例が書いてありますけども、ア 認

定農業者制度の活用についてですが、この基本構想そのものが認定農業者制度と密接に関係

しておりまして、後ほど説明する様々な目標が基準となりまして、概ねその基準を達成でき

る農業者については、認定農業者として認定し、その計画達成に合わせた支援を市や関係機

関が行っていくという仕組みになっております。次に、イ 農業経営の法人化の推進という

ことで、法人化につきましては、農業経営の高度化や安定的な雇用の確保、技術の円滑な継

承ができるといったメリットがありますので、積極的に推進していくことが記述されており

ます。次に、ウ 集落営農の組織化・法人化の推進と、エ 新規就農者の育成・確保につい

ても記述しております。4ページですが、オ 労働力不足への対応ということで、皆様も労

働力不足については、ご苦労されており、ＪＡと連携しながら、臨時雇用者を雇っている方

も多いと思います。その他に、農福連携ですとか、本市ではまだ導入が進んでいませんが、

将来的にはスマート農業などの取り組みを推進していくことが書かれています。次に、先ほ

どもＳＤＧｓの話をしましたが、農業分野においても、男女平等参画ですとか、女性活躍

の場を広げていくことを目標とすることがカに記述されています。続きまして（5）につ

いてですが、農用地の利用集積と集約化ということで、担い手が減ってきている中で地

域において中心的な役割を果たす農業者に対して、農地を集積し集約化していくという

方向づけをしています。（6）は多様な農業経営の推進・確保ということで、野菜等の高

収益作目の推進やクリーン・有機農業の導入による農業経営の複合化ですとか、あるい

は直接販売、ファームインといった六次産業化による多角化など、多様な農業形態があ

りますので、それらも進めていくことが記述されております。5ページです。営農支援

体制の整備ということで、ＪＡ等と協力しながら整備していくという形です。また、5

ページでは、新たに農業経営を営もうとする新規就農者の目標を掲げております。この

数値につきましては、後ほど説明いたします。次に概要表をご覧ください。計画書の2

ページに効率的かつ安定的な農業経営の目標とする所得水準および労働時間を定める

ことになっております。前回は440万円ですが、今回は460万円に設定しておりまして

目標年間労働時間は前回と同じです。目標設定された460万円ですが、我々サラリーマ

ンとは違って皆さまは自営業者ですので色々な働き方があってしかるべきだと思って
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おります。ただ、北海道もそうですが農業者自体も他産業の従事者、我々サラリーマン

も含めて他産業従事者と比較して遜色のない所得・労働時間を確保してくださいという

ことで位置付けられております。算出された目標所得につきましては本市の給与所得者

の総額を人口で割ったものです。我々サラリーマンにつきましては退職金を貰う場合も

ありますので、それらも含めて算出をしているところであります。目標というよりは、

目安と考えていただければと思います。概要表の2点目に書かれている、新たに農業経

営を営もうとする青年等の目標とする所得水準及び労働時間につきましては、全く農業

以外から参入されてくる方や、あるいは親元から独立するといった場合は、営農が軌道

に乗るまで時間がかかると思いますので、1で説明した半分の所得、つまり230万円を

目標としています。なお、労働時間は1で述べた目標と同じに設定しています。概要表

の3点目、計画書では5ページに書かれておりますが、新たに農業経営を営もうとする

青年等の確保に関する目標ということで、本市においては平成24年から令和2年度ま

での10年間で10人となっておりますので、年間1名を目標として掲げています。年間

2人というのは、なかなか設定しづらい部分もありましたので、これまでの実績に合わ

せて1名という設定にさせていただいております。次に、農業法人の目標数ですが、こ

ちらは計画書の3ページに書かれております。令和4年1月現在で29経営体というこ

とですが、これまでの推移などを考慮しまして、令和12年までに38経営体ということ

で目標に掲げているところであります。計画書に戻っていただきまして6ページです。

こちらに表が書かれておりますが、本市における主要な営農類型を記載しています。本

市においては、現在、認定農業者が 52 名ほどいらっしゃいますが、全て載せることは

できませんので、主な類型ごとに代表的な事例を載せております。この意味合いという

のは、本市で農業を行っている認定農業者の大体の規模や、どのような機械を使ってい

るとか、どういった経営の方向で進めているのか、農業従事者は何人いるとか、そうい

ったものの参考事例となっております。見ていただくとおり、水稲・畑作・野菜の複合

経営が2類型、水稲・野菜が1類型、畑作・野菜が2類型、野菜専業が2類型、酪農専

業と花き専業はそれぞれ1類型ということで、9類型を載せております。組織経営体と

しましては、水稲・野菜の複合経営体と野菜専業、酪農専業、肉用牛専業の4類型を載

せており、全てを合わせると 13 類型を列記しております。次に、先ほどの概要表に戻

っていただきまして、前回は個別経営体が8類型、組織経営体が1類型でしたが、今述

べたように、今回は若干類型を増やしております。新設した類型につきましては、花き

と肉用牛です。水稲・畑作の複合経営体につきましては、本市での事例はありますが、

数が少ないので類型としては今回廃止しました。計画書に戻っていただいて、11ページ

です。2 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標という

ことで、いわゆる新規就農の目標の事例となっています。野菜専業を2類型と花き専業

を1類型載せております。あと、組織経営体として野菜専業1類型を載せております。

概要表に戻っていただきますと、前回は畑作・野菜の複合経営体2類型を列記しており

ましたけれども、今回は野菜専業と花き専業の4類型を載せております。最後に計画書

の13ページをご覧ください。ここに書かれているのは、農地の集積に関する目標です。

概要表をご覧ください。前回は目標設定を95％としておりました。前回は、最終的な目

標設定を記載しましたが、今回北海道では概ね 10 年後を見据えた目標設定に変えてお

りますので、本市においても10年後を見据えて80％という目標設定にしているところ

であります。説明は以上ですが、今後のスケジュールといたしましては、本日の農業委

員会総会のほかにＪＡに意見照会をします。承認が得られましたら今後北海道と協議を

しまして年度内にこの計画を決定する予定となっております。以上です。 

 

補足説明が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。佐々木委

員どうぞ。 

9ページの⑨花き専業の作付面積の単位は間違っていませんか。 

手元に資料がないため、後程確認し間違っていたら修正したいと思います。 
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議 長 

 

 

農 政 課 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

森 越 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

他に何かございませんか。あくまでも、基盤強化促進に関する基本的な構想というこ

となので、目標となります。もし時間が頂けるのであればこれに関しては一旦持ち帰っ

て次回の総会時に改善点など質疑できればと思いますがどうでしょうか。 

時間をとることは可能です。次回総会時までにご意見等あれば申し出願います。 

随時意見等あれば市農政課に申し出る形で寛大な対応をいただきましたので、改めて

時間を頂きまして、次回の総会までと時間は決めますが、それまでに皆さまの貴重な意

見を頂きたいとご理解頂きましたので、よろしいでしょうか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第3号は、継続審議とし、次回第20回総会で決定したいと

思います。 

 

＜日程第8：議案第4号「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について」＞ 

議案第4号「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について」を議題といたします。事

務局から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。事務局より補足説明を求められていますので、これを許しま

す。 

議案第4号の補足説明ですが、皆様のお手元に資料を配布しておりますのでそちらをご覧

ください。 

平成 30 年から令和元年にかけ、立て続けに農業委員会関係者の法令違反が相次ぎ、令和

元年 10 月末日に農林水産省から農業委員等の綱紀粛正についての通知が発出されました。

また、同年に一般社団法人北海道農業会議から、農業委員会の法令遵守について綱紀保持の

姿勢を総会決議により示すようにとのことで、令和2年1月に総会決議を行ったところであ

りますが、法令遵守の意識を高く持ち続けるためにも、毎年綱紀保持の姿勢を総会決議によ

り示すことが望ましいとの指導がありましたので、本総会にて皆様から決議を頂きたく総会

に上程したものであります。以上です。 

これより質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第4号は、提案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の場合） 

ご異議なしと認めます。議案第4号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第9：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。1点目、次回の第20回農業委員会総会につきましては、令

和4年2月21日月曜日、午後3時00分から北広島市役所5階議場で予定をしております。

2点目、会長と事務局の動静報告についてでございます。12月・1月につきましては記載の

とおりでございます。2月17日木曜日、北海道農業会議第10回常設審議委員会に会長にご

出席いただく予定でございます。21日月曜日、今申し上げました通り第20回農業委員会総

会を開催したいと思っております。尚、北広島市議会におきましては令和4年第1回定例会

につきましては、令和4年2月14日月曜日から3月18日金曜日までを予定しております。

事務局からは以上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。森越委員どうぞ。 

2月21日の農業委員会総会の時間ですが、15時からとなっておりますが何か理由があっ

て変更されたのでしょうか。 

当初2月25日に予定しておりましたが、関連行事に書いてありますとおり北広島市議会

の第1回定例会が2月14日から始まりまして、この議場が議会との関係で埋まってしまっ

ているということです。議会事務局と相談しまして、空いている時間がこの時間ということ

で変更になった次第でございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 
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議 長 他に何かございませんか。なければ以上をもちまして第 19 回北広島市農業委員会総会を

閉会といたします。ご苦労様でした。 
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（閉会宣言 10時 20 分） 
 
 
 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 
 
令和  年  月  日   

 
 
 
    

議 長 
  

署 名               

 
議事録署名委員 

 
   番 

 
署 名 

 
議事録署名委員  

 
   番 

 
署 名 

 
 


